
平成３０年度　東京都男女平等参画施策一覧

平成３０年度予定

事業規模

81 働き方改革推進事業 長時間労働の削減・有給休暇の取得促進等に向
け、目標及び取組内容を定めて宣言を行い、全
社的に取り組む企業を「TOKYO働き方改革宣言企
業」とする宣言企業制度を創設し、奨励金や普
及成果発信キャンペーンにより、働き方改革推
進の気運の醸成を図ります。また、働き方改革
とあわせ生産性向上のためのコンサルティング
を行います。

・働き方改革宣言企業奨励金
　 最大70万円×1,000社

・生産性向上コンサルティング
   1,000回

産業労働局

82 働き方改革支援事業 働き方改革宣言を行った企業に対し、改革に取
り組む上での助言を行うとともに導入した制度
等を実践した場合に助成を行います。※（公
財）東京しごと財団に基金を造成して実施

・働き方改革宣言企業助成金
　 最大40万円×1,000社

産業労働局

83 テレワーク導入に向けた体
験型普及推進事業

企業の経営者等を対象にテレワークの体験がで
きるセミナーを実施し、導入への関心を高める
とともにメリットを体感してもらうことでテレ
ワーク導入による働き方の普及を図ります。
（再掲　№65参照）

29年度終了　（30年度から「テレワーク等普及推進
事業」実施）

産業労働局

84 テレワーク活用促進モデル
実証事業

中小・中堅企業を中心に、テレワークの導入や
利用拡大を目指すモデル企業を募集し、導入準
備から実施、検証までの支援を行い、その過程
での課題やその対応等をまとめ、広く発信する
ことで、テレワークの利用促進を図ります。
（再掲　№66参照）

29年度終了　（30年度から「テレワーク等普及推進
事業」実施）

産業労働局

１　生活と仕事の調和（ライフ・ワーク・バランス)の実現

①　働き方の見直し

ア．働き方の改革
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85 テレワーク推進センター
（仮称）等の運営

国家戦略特区の取組として国と連携したテレ
ワーク推進のワンストップセンターを開設し、
テレワークが体験できるコーナーを設置すると
ともに都の働き方改革をはじめとしたライフ・
ワーク・バランス推進施策に関する総合相談や
情報発信等を行う拠点を併設します。（再掲
№67参照）

29年度終了　（30年度から「テレワーク等普及推進
事業」実施）

産業労働局

86 女性の活躍推進等職場環境
整備事業

テレワークなど多様な勤務形態実現等に向けた
環境整備に係る経費を助成することにより、中
小企業における職場環境の整備を推進します。
※（公財）東京しごと財団に基金を造成して実
施（再掲　№6,№68参照）

補助上限：5,000千円
（30年度から「テレワーク活用・働く女性応援事
業」に事業名変更）

産業労働局

310 テレワーク等普及推進事業 国家戦略特区の取組として、テレワーク推進施
策に関する情報提供、相談、助言等の支援をワ
ンストップで提供するテレワーク推進センター
を国との連携により運営するとともに、都の働
き方改革をはじめとしたライフ・ワーク・バラ
ンス推進の拠点を併設する。また、テレワーク
を一層普及していくため、都内各地での体験型
セミナーの実施や事例発信など多様な支援を展
開していく。（再掲№309参照）

・東京テレワーク推進センター及びTOKYOライフ・
ワーク・バランス推進窓口の運営
・テレワーク活用促進モデル実証
　20社程度
・業界別ハンドブックの作成
・テレワーク体験型セミナー
　260社（10社×26回）
・ワークスタイル変革コンサルティング
　1,250回
・テレワーク気運醸成イベント
　1回
・サテライトオフィス設置等補助
　10件

産業労働局

87 在宅勤務普及プロジェクト 在宅勤務を導入している企業の協力を得て、そ
の在有効性を発信することにより、個人をはじ
めとする様々な主体が働き方を見直すきっかけ
を提供していきます。（再掲　№69参照）

産業労働局の関連事業を「女性活躍推進ポータルサ
イト」で発信

生活文化局
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311 ライフ・ワーク・バランス
普及促進事業

企業におけるライフ・ワーク・バランスの推進
に関する取組をより促進させるため、年間を通
じた効果的な広報を実施すするとともに、多様
なニーズ、課題に応える総合展「ライフ・ワー
ク・バランスEXPO(仮称)」を実施する。（再掲
№302参照）

ライフ・ワーク・バランスEXPO(仮称)　年1回 産業労働局

312 家庭と仕事の両立支援推進
事業

家庭と仕事の両立推進に向けて、法定以上の両
立支援策等を実践している企業を広く紹介する
とともに、介護と仕事のポータルサイトをリ
ニューアルし、情報を総合的に提供する。
合わせて、介護と仕事の両立について、シンポ
ジウムの開催による意識啓発を行うと共に、専
門家が電話やメールにより助言するヘルプデス
クの運営を行う。（再掲№304参照）

家庭と仕事の両立支援推進企業の登録
　年間300社
介護と仕事の両立推進シンポジウムの開催
　年1回
家庭と仕事の両立支援ポータルサイトの運営
とうきょう介護と仕事の両立応援デスクの運営

産業労働局

生活と仕事の調和を進める方策を具体的に示す
「ライフ・ワーク・バランス実践プログラム」
の内容を更新し、関係機関の協力を得て広く配
布するなど、ライフ・ワーク・バランスの推進
に向けた普及啓発を実施します。

・男性の家事・育児参画に向けた気運を醸成するた
め、家事・育児に積極的に取り組む男性の事例など
を、ウェブサイトやＳＮＳ等で発信
・Ｗｅｂサイト「ＴＯＫＹＯライフ・ワーク・バラ
ンス」の運営

子供が生まれる前からライフ・ワーク・バラン
スの意義を認識し、暮らし方や働き方を夫婦と
もに考えるための啓発冊子の作成、配布による
普及啓発を推進します。

・子供が生まれる前から、夫婦がともにライフ・
ワーク・バランスを考えるための啓発資料の作成・
配布（みらい手帳　15万部）
・男性参画のための夫婦向け講座（開催回数：3回）
及びシンポジウム（開催回数：1回）の開催

イ．男女ともに家庭と仕事を両立させるライフ・ワーク・バランスの推進

88 ライフ・ワーク・バランス
推進事業

生活文化局
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89 いきいき職場推進事業 「ライフ・ワーク・バランス認定企業」の認定
　従業員が生活と仕事を両立し、いきいきと働
ける職場の実現に向け優れた取組を実施してい
る中小企業を「認定企業」として認定し、広く
公表します。「ライフ・ワーク・バランスフェ
スタ」の開催
九都県市、区市町村、労使団体、マスコミ等と
協働して「働き方の見直し」について広く社会
に対し発信します。（再掲　№10参照）

認定企業　13社程度

30年度から、ライフ・ワーク・バランスフェスタ
は、ライフ・ワーク・バランスEXPO(仮称）として
「ライフ・ワーク・バランス普及促進事業」で実施

産業労働局

90 雇用環境整備推進事業 企業での雇用環境整備を促進するため、両立支
援や非正規労働者の雇用環境改善等について研
修の実施や専門家派遣を通じた助言、企業に対
する奨励金の支給等を行います。（再掲　№11
参照）

研修　18回
専門家派遣　延500回
奨励金　300社

産業労働局

(1)次世代育成に積極的に取り組む企業等を「と
うきょう次世代育成サポート企業」として登録
し、その取組を広くPRし、家庭生活と仕事の両
立が可能な雇用環境の整備を支援します。

登録企業の取組を公表
29年度新規受付終了

(2)企業の両立支援全般に対する取組や一般事業
主行動計画の具現化を支援するため、両立支援
アドバイザーによる相談・助言等を行います。
（再掲　№　12参照）

29年度終了

92 仕事と介護の両立推進事業 介護と仕事の両立を推進するため、シンポジウ
ム・相談会の開催による意識啓発やポータルサ
イトの運用による企業や労働者に向けた情報提
供を行います。また、介護と仕事の両立に係る
相談窓口により企業・労働者個人の実情に応じ
た助言のほか、必要に応じて専門機関の紹介等
を行います。（再掲　№13参照）

29年度終了　（30年度から「家庭と仕事の両立支援
推進事業」実施）

産業労働局

ウ．子育て・介護等と仕事を両立できる環境づくり

91 東京次世代育成企業支援事
業（登録制度）

産業労働局
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93 中小企業従業員融資 中小企業で働く従業員で、妊娠中、子育て期間
中、介護休業中又は要介護・要支援認定を受け
た三親等以内の親族のいる方に、子育て費用や
介護費用、育児・介護休業中の生活費を低利で
融資します。（再掲　№14参照）

・中央労働金庫及び都内信用組合を通じて実施
・限度額　100万円以内

産業労働局

313 ライフ・ワーク・バランス
普及促進事業

企業におけるライフ・ワーク・バランスの推進
に関する取組をより促進させるため、年間を通
じた効果的な広報を実施すするとともに、多様
なニーズ、課題に応える総合展「ライフ・ワー
ク・バランスEXPO(仮称)」を実施する。（再掲
№302,№311参照）

ライフ・ワーク・バランスEXPO(仮称)　年1回 産業労働局

314 家庭と仕事の両立支援推進
事業

家庭と仕事の両立推進に向けて、法定以上の両
立支援策等を実践している企業を広く紹介する
とともに、介護と仕事のポータルサイトをリ
ニューアルし、情報を総合的に提供する。
合わせて、介護と仕事の両立について、シンポ
ジウムの開催による意識啓発を行うと共に、専
門家が電話やメールにより助言するヘルプデス
クの運営を行う。（再掲№304,№312参照）

家庭と仕事の両立支援推進企業の登録
　年間300社
介護と仕事の両立推進シンポジウムの開催
　年1回
家庭と仕事の両立支援ポータルサイトの運営
とうきょう介護と仕事の両立応援デスクの運営

産業労働局

315 働く人のチャイルドプラン
サポート事業

企業の人事労務担当者等に、不妊治療と仕事の
両立に必要な知識を付与する研修を実施すると
ともに、不妊治療と仕事の両立支援に関する制
度を整備した企業に対し奨励金を支給し、両立
の取組を促進する。（再掲№305参照）

研修　400人
奨励金　上限40万円
　　　　規模100社

産業労働局

316 働くパパママ育休取得応援
事業

従業員に希望する期間の育児休業を取得させ復
帰させた企業への支援、男性の育児休業取得奨
励といった支援を行うことで企業の職場環境整
備を推進する。（再掲№306参照）

働くママコース（仮称）
　規模　1,000件
　金額　1,250千円
働くパパコース（仮称）
　規模　50件
　金額　250千円～3,000千円

産業労働局
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94 いきいき職場推進事業 「ライフ・ワーク・バランス認定企業」の認定
従業員が生活と仕事を両立し、いきいきと働け
る職場の実現に向け優れた取組を実施している
中小企業を「認定企業」として認定し、広く公
表します。「ライフ・ワーク・バランスフェス
タ」の開催九都県市、区市町村、労使団体、マ
スコミ等と協働して「働き方の見直し」につい
て広く社会に対し発信します。（再掲　№10,№
89参照）

認定企業　13社程度

30年度から、ライフ・ワーク・バランスフェスタ
は、ライフ・ワーク・バランスEXPO(仮称）として
「ライフ・ワーク・バランス普及促進事業」で実施

産業労働局

95 雇用環境整備推進事業 企業での雇用環境整備を促進するため、両立支
援や非正規労働者の雇用環境改善等について研
修の実施や専門家派遣を通じた助言、企業に対
する奨励金の支給等を行います。（再掲　№11,
№90参照）

研修　18回
専門家派遣　延500回
奨励金　300社

産業労働局

(1)次世代育成に積極的に取り組む企業等を「と
うきょう次世代育成サポート企業」として登録
し、その取組を広くPRし、家庭生活と仕事の両
立が可能な雇用環境の整備を支援します。（再
掲　№12,№91参照）

登録企業の取組を公表
29年度新規受付終了

(2)企業の両立支援全般に対する取組や一般事業
主行動計画の具現化を支援するため、両立支援
アドバイザーによる相談・助言等を行います。
（再掲　№12,№91参照）

29年度終了

96 東京次世代育成企業支援事
業（登録制度）

産業労働局

②　男性の家事・育児等への参画

ア．男性の家事・育児等への参画のための環境づくりの促進
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317 ライフ・ワーク・バランス
普及促進事業

企業におけるライフ・ワーク・バランスの推進
に関する取組をより促進させるため、年間を通
じた効果的な広報を実施すするとともに、多様
なニーズ、課題に応える総合展「ライフ・ワー
ク・バランスEXPO(仮称)」を実施する。（再掲
№302,№311,№313参照）

ライフ・ワーク・バランスEXPO(仮称)　年1回 産業労働局

318 働くパパママ育休取得応援
事業

従業員に希望する期間の育児休業を取得させ復
帰させた企業への支援、男性の育児休業取得奨
励といった支援を行うことで企業の職場環境整
備を推進する。（再掲№316参照）

働くママコース（仮称）
　規模　1,000件
　金額　1,250千円
働くパパコース（仮称）
　規模　50件
　金額　250千円～3,000千円

産業労働局

生活と仕事の調和を進める方策を具体的に示す
「ライフ・ワーク・バランス実践プログラム」
の内容を更新し、関係機関の協力を得て広く配
布するなど、ライフ・ワーク・バランスの推進
に向けた普及啓発を実施します。（再掲　№88
参照）

・男性の家事・育児参画に向けた気運を醸成するた
め、家事・育児に積極的に取り組む男性の事例など
を、ウェブサイトやＳＮＳ等で発信
・Ｗｅｂサイト「ＴＯＫＹＯライフ・ワーク・バラ
ンス」の運営

子供が生まれる前からライフ・ワーク・バラン
スの意義を認識し、暮らし方や働き方を夫婦と
もに考えるための啓発冊子の作成、配布による
普及啓発を推進します。（再掲　№88参照）

・子供が生まれる前から、夫婦がともにライフ・
ワーク・バランスを考えるための啓発資料の作成・
配布（みらい手帳　15万部）
・男性参画のための夫婦向け講座（開催回数：3回）
及びシンポジウム（開催回数：1回）の開催

98 男性の家事・育児への参画 ライフ・ワーク・バランスの実現のためには男
性の意識改革が重要なことから、父親と母親が
共に参加できるシンポジウムを開催します。そ
の成果を効果的に情報発信することにより、多
くの都民への意識啓発を図ります。（再掲　№
74参照）

男性参画のための夫婦向け講座（開催回数：3回）及
びシンポジウム（開催回数：1回）の開催

生活文化局

イ．男性の家事・育児等への参画促進のための啓発

97 ライフ・ワーク・バランス
推進事業

生活文化局
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№ 事業名 事業概要 所管局

20

99 保育サービスの拡充 認可保育所や認証保育所、認定こども園、小規
模保育、家庭的保育など、地域のニーズに応じ
た多様な保育サービスの整備を推進します。
（再掲　№26参照）

国の保育所等整備交付金ほか、都独自の「待機児童
解消区市町村支援事業」により、保育所等の施設整
備にかかる事業者及び区市町村の負担を軽減。

福祉保健局

100 認証保育所の推進 大都市の特性を踏まえ、都独自の基準により都
が認証する認証保育所の整備を推進します。主
に駅前に設置されるA型と、保育室からの移行を
中心とし、小規模で家庭的な保育を行うB型があ
ります。（再掲　№27参照）

A型　139 か所、B型　18か所 福祉保健局

101 認証保育所に対する税制支
援

認証保育所の設置を税制面から支援するため
に、不動産取得税、区部の固定資産税・都市計
画税及び事業所税を減免します。（再掲　№28
参照）

・固定資産税・都市計画税
・不動産取得税
・事業所税

主税局

私立幼稚園預かり保育推進補助：500園

私立幼稚園等一時預かり事業費補助：224園

103 認証保育所の指導監督等 認証保育所の質の確保・向上を図るため、事業
者に対する指導を実施します。（再掲　№30参
照）

・現地確認 5か所
・開設後運営指導　　18か所

福祉保健局

104 認可外保育施設に対する巡
回指導強化事業

認可外保育施設に対する巡回指導チームを編成
し、指導体制を強化することによって、認可外
保育施設の保育サービスの質の向上を図り、児
童の安全・安心及び保護者の安心を確保しま
す。（再掲　№31参照）

（平成30年4月1日現在）
ベビーホテル　551か所
事業所内保育施設　298か所
院内保育施設　171か所
その他施設　152か所
認証保育所　610か所

福祉保健局

③　妊娠・出産・子育てに対する支援　　

ア．保育サービスの充実

102 私立幼稚園等における預か
り保育の推進

私立幼稚園が、教育課程に係る教育時間を超え
て園児を預かる場合に、その経費の一部を補助
します。（再掲　№29参照）

生活文化局
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20

105 認証保育所等研修事業 認証保育所等の質の確保・向上を図るため、認
証保育所施設長及び中堅職員、家庭的保育者、
認可外保育施設職員に対する研修を実施しま
す。（再掲№32参照）

・認証保育所施設長研修　年間300名
・認証保育所中堅保育士研修　年間300名
・家庭的保育者研修（認定研修　年間50名、現任研
修　年間120名）
・病児・病後児保育研修　年間20名
・病児・病後児保育（訪問型）研修　年間20名
・認可外保育施設職員テーマ別研修　年間7,000名

福祉保健局

106 認可外保育施設利用支援事
業

待機児童の解消に向けて、区市町村が実施する
認可外保育施設利用者に対する負担軽減に係る
費用の一部を補助することにより、認可外保育
施設の利用者を支援するとともに、地域の実情
に応じた保育サービスの整備促進や質の向上を
図ります。（再掲　№33参照）

20,878人 福祉保健局

107 待機児童解消に向けた税制
支援

民有地を活用した保育所等の整備促進を税制面
から支援するため、区部において、保育所等の
ために有料で貸し付けられた土地のうち、一定
の要件を満たすものについて、固定資産税及び
都市計画税を５年間減免します。（再掲　№34
参照）

・固定資産税・都市計画税 主税局

就学前の子供に関する教育・保育を一体的に提
供するとともに、地域の子育て支援機能を担う
認定こども園の整備を推進します。（再掲　№
35参照）

開設準備経費補助（国制度）5施設
（国制度の対象にならない場合は子供家庭支援区市
町村包括補助事業で対応）

福祉保健局

就学前の子供に関する教育・保育を一体的に提
供するとともに、地域の子育て支援機能を担う
認定こども園に対して、都独自の補助を行うな
ど、地域において子供が健やかに育成される環
境の整備を推進します。（再掲　№35参照）

開設準備経費等への補助4園 生活文化局

108 認定こども園の推進
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就学前の子供に関する教育・保育を一体的に提
供するとともに、地域の子育て支援機能を担う
認定こども園に対して、都独自の補助を行うな
ど、地域において子供が健やかに育成される環
境の整備を推進します。（再掲　№35参照）

区市町村立の幼稚園が認定こども園（幼保連携型認
定こども園を除く）として認定を受ける場合、条
例、規則の変更等を都教育庁へ届出することとなっ
ている。認定を受けた公立幼稚園は、幼稚園型認定
こども園の３園（平成30年4月1日現在）である。

教育庁

109 子育て推進交付金 子育て支援の中核を担う市町村が地域の実情に
応じて創意工夫により施策を展開できるよう交
付金を創設し、全ての子供と家庭を対象とした
子育て支援策の充実を図ります。（再掲　№36
参照）

全市町村　　39か所 福祉保健局

110 延長保育 就労形態の多様化等による延長保育のニーズに
対応するため、認可保育所等において11時間の
開所時間の前後に行う延長保育の充実を図りま
す。（再掲　№37参照）

2,856か所
一般型（保育短時間認定）669か所
一般型（保育標準時間認定）2,185か所
訪問型（保育短時間認定）0か所
訪問型（保育標準時間認定）2か所

福祉保健局

病児・病後児対応型事業　　151か所

体調不良児対応型事業　68か所

非施設型（訪問型）事業　1か所

112 院内保育施設の支援 医療従事者の離職防止及び再就職の促進を図る
とともに、病児等保育の実施を促進します。
（再掲　№39参照）

131か所 福祉保健局

319 ベビーシッター利用支援事
業

待機児童の保護者や、育児休業を１年間取得し
復職した保護者が、保育所等への入所決定まで
の間、認可外のベビーシッターを利用する場合
の利用料の一部を区市町村と連携して助成しま
す。

月上限28万円 福祉保健局

108 認定こども園の推進

111 病児保育事業費補助 保育所に通所中の児童等が病中又は、病気の回
復期にあり、集団保育の困難な時期に、その児
童の一時預かりを行う病児・病後児保育の充実
を図ります。また、保育中に体調不良となった
児童への緊急対応の充実を図ります。（再掲
№38参照）

福祉保健局
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113 都立病院・公社病院におけ
る病児保育事業の実施

区市から事業を受託し、病院内に設置する病
児・病後児保育室において保育が可能な病気の
児童を預かり、一時的に保育を行います。（再
掲　№40参照）

（再掲　№40参照）
以下のとおり実施
都立病院（1カ所）
・墨東病院
　平日8時30分～18時00分（祝日・年末年始除く）ま
で
　定員4名、保育料2,000円

東京都保健医療公社（1カ所）
・公社多摩北部医療センター
　月～金8時00分～18時00分（土・日・祝・年末年始
除く）まで
　定員4名、利用料1日2,500円、4時間まで1,500円

病院経営本部

114 企業による保育施設設置支
援事業

育児中の女性が活躍できる職場環境が整備され
るよう、企業による保育施設設置の相談やPRを
行います。（再掲　№41参照）

・企業内の保育施設の設置・運営に関する相談窓口
の運営
・企業内保育施設設置セミナー　年８回
・保育施設設置企業見学会　年５回
・企業主導型保育施設共同利用マッチングの実施

産業労働局

115 企業主導型保育施設設置促
進事業

企業主導型保育施設の設置を促進するため、国
の補助対象外となる開設時の備品購入に要する
経費に対する補助を行います。（再掲　№42参
照）

160施設 産業労働局

116 一時預かり事業補助 保護者の疾病や災害等に伴い、緊急・一時的な
保育を必要とする時、また育児疲れによる保護
者の心理的・肉体的負担を軽減するため、保育
所等において児童を一時的に預かることで、安
心して子育てできる環境を整備する。

・一般型　702,333人
・余裕活用型　2,514人
・都単独型　31,745人

福祉保健局

イ．地域での子育て支援
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20

117 定期利用保育事業補助 パートタイム勤務や育児短時間勤務等、保護者
の就労形態に多様に対応し、保育所等において
児童を一定程度継続的に保育することで、安心
して子育てできる環境を整備します。

定期利用保育事業　 163,614人 福祉保健局

118 子供家庭支援センター事業 子供と家庭に関する総合相談、子供家庭在宅
サービスの提供・調整、地域組織化等の事業を
行う子供家庭支援センターを設置運営する区市
町村への補助を実施し、地域における子供と家
庭に関する支援ネットワークを構築します。

60か所　（内小規模型6か所）
（区部は財政調整交付金により実施、市町村部は子
供家庭支援区市町村包括補助により実施）

福祉保健局

119 子育てひろば機能の充実 区市町村が、地域での子育て家庭の支援を行う
ため、身近な場所（保育所等）で「親子の交流
の場」を提供し、子育て相談や子育てサークル
の支援等を行う事業を実施する場合に一定の補
助を行います。

都単独型について、市町村部は子育て推進交付金に
より実施し、区部は財政調整交付金により実施。一
般型及び連携型については子ども・子育て支援交付
金により実施。

福祉保健局

120 親の子育て力向上支援事業 育児に自信のもてない親を対象としてグループ
ワークを実施し、育児に関するスキルの向上や
親の心のケアを行い、子育てに対する不安の解
消を図ります。

子供家庭支援区市町村包括補助により実施 福祉保健局

121 学童クラブ事業の充実 保護者が労働等により昼間家庭にいない都内小
学校に就学している児童に対し、授業の終了後
等に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適
切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育
成を図る事業を行う区市町村に一定の補助を行
います。

2,393単位
（子ども・子育て支援交付金により実施）

福祉保健局
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20

122 放課後における子供の居場
所づくり

地域の大人たちの協働により、放課後におけ
る、安全・安心な子供の活動拠点（居場所）を
つくり、スポーツ・文化活動などを提供しま
す。

放課後子供教室への補助　　1,211か所

区市町村が、地域の人々の参画を得て、放課後や週
末等に小学校等を活用して、安全・安心な子供の活
動拠点（居場所）をつくり、学習・スポーツ・文化
活動や交流活動などを行う事業に補助する。

教育庁

123 児童相談所の運営 18歳未満の子供に関する相談対応や緊急時の一
時保護及び保護者に対する指導等を行います。

都内11か所の児童相談所において、児童福祉司、児
童心理司、医師などの専門スタッフが、18歳未満の
子供に関する様々な相談、サービスにあたってい
る。

福祉保健局

124 子育て援助活動支援事業
（ファミリー・サポート・
センター事業）の推進

育児の手助けをしたい人（提供会員）と手助け
を受けたい人（依頼会員）が、地域において育
児に関する相互援助活動を行うことを支援する
会員組織｢ファミリー・サポート・センター」の
設立を区市町村に働きかけるとともに、設立し
た区市町村に対し一定の補助を行います。

子供家庭支援区市町村包括補助及び子ども・子育て
支援交付金により実施

福祉保健局

125 出産・子育て応援事業（ゆ
りかご・とうきょう事業）

全ての子育て家庭を対象に妊娠期から子育て期
にわたり切れ目ない支援を提供するため、地域
における子育て支援のワンストップ拠点に保健
師や助産師などの専門職を配置する取組や、妊
娠届出時の面接等の機会に直接「育児パッケー
ジ（子育て用品等）」を配布し、妊産婦の状況
を把握する取組を行う区市町村に対して、補助
を実施します。

区市町村補助事業（通年） 福祉保健局
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320 産後ケア支援事業 退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサ
ポート等を行い、産後も安心して子育てができ
る支援体制の確保に向け、産後ケア事業を実施
する区市町村の取組を支援します。

区市町村補助事業（通年） 福祉保健局

321 産婦健康診査支援事業 産後うつの予防や新生児の虐待予防等を図る観
点から、出産後間もない時期の産婦に対する健
康診査を実施する区市町村の取組を支援しま
す。

区市町村補助事業（通年） 福祉保健局

子供家庭支援センター、保健所、病院、学校、
警察、児童委員などの関係機関が連携してネッ
トワークを構築し、児童虐待の早期発見など、
迅速かつ的確な対応を図ります。

児童相談所により対応(No.66参照）、子供家庭支援
センターにより対応（No.60参照）、要支援家庭の早
期発見･支援事業(子供家庭支援区市町村包括補助に
より実施)

福祉保健局

児童虐待に係る関係機関との情報共有を図るほ
か、要保護児童情報管理システムを活用し、警
察情報の一元化を図ることにより、迅速・的確
な対応を行い、児童虐待の未然防止と早期発見
に努めます。

・通常業務を通して実施
・警視庁と東京都福祉保健局との児童虐待防止連携
強化に向けた「確認書」に基づき、相談機関のさら
なる周知と活用、意見交換会の場の拡充、相互研修
制度等を強化推進する。また、各種警察活動を通じ
て児童虐待事案の早期発見に努め、児童の安全の確
認及び安全の確保を最優先とした対応の徹底を図っ
ていく。
　

警視庁

学校、児童相談所、警察、民生・児童委員等の
関係機関が連携するための組織である学校サ
ポートチームを活用し、児童虐待の早期発見や
迅速かつ的確な対応につなげます。

小学校（平成22年度から）、中学校（平成21年度か
ら）、高等学校及び特別支援学校（平成26年度か
ら）の全校に学校サポートチームを設置し、多様
化、複雑化した児童・生徒の問題行動への組織的な
対応と健全育成を推進する。

教育庁

126 児童虐待への取組の推進
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事業規模
№ 事業名 事業概要 所管局

20

127 子供の心診療拠点病院 子供の心の問題（虐待・発達障害・いじめ・不
登校等）について、専門的なケアにつながる体
制を整備するため、都内医療機関における子供
の心の対応への取組が促進されるよう、拠点的
役割を果たす医療機関が技術支援や情報提供な
どを行います。

都内1医療機関 福祉保健局

128 子育て推進交付金 子育て支援の中核を担う市町村が地域の実情に
応じて創意工夫により施策を展開できるよう交
付金を創設し、全ての子供と家庭を対象とした
子育て支援策の充実を図ります。（再掲　№36,
№109参照）

全市町村　　39か所 福祉保健局

生活と仕事の調和を進める方策を具体的に示す
「ライフ・ワーク・バランス実践プログラム」
の内容を更新し、関係機関の協力を得て広く配
布するなど、ライフ・ワーク・バランスの推進
に向けた普及啓発を実施します。（再掲　№88,
№97参照）

・男性の家事・育児参画に向けた気運を醸成するた
め、家事・育児に積極的に取り組む男性の事例など
を、ウェブサイトやＳＮＳ等で発信
・Ｗｅｂサイト「ＴＯＫＹＯライフ・ワーク・バラ
ンス」の運営

子供が生まれる前からライフ・ワーク・バラン
スの意義を認識し、暮らし方や働き方を夫婦と
もに考えるための啓発冊子の作成、配布による
普及啓発を推進します。（再掲　№88,№97参
照）

・子供が生まれる前から、夫婦がともにライフ・
ワーク・バランスを考えるための啓発資料の作成・
配布（みらい手帳　15万部）
・男性参画のための夫婦向け講座（開催回数：3回）
及びシンポジウム（開催回数：1回）の開催

ウ．子育てと仕事の両立が可能な環境整備づくりの促進

129 ライフ・ワーク・バランス
推進事業

生活文化局
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130 いきいき職場推進事業 「ライフ・ワーク・バランス認定企業」の認定
　従業員が生活と仕事を両立し、いきいきと働
ける職場の実現に向け優れた取組を実施してい
る中小企業を「認定企業」として認定し、広く
公表します。
「ライフ・ワーク・バランスフェスタ」の開催
　九都県市、区市町村、労使団体、マスコミ等
と協働して「働き方の見直し」について広く社
会に対し発信します。（再掲　№10,№89参照）

認定企業　13社程度

30年度から、ライフ・ワーク・バランスフェスタ
は、ライフ・ワーク・バランスEXPO(仮称）として
「ライフ・ワーク・バランス普及促進事業」で実施

産業労働局

131 雇用環境整備推進事業 企業での雇用環境整備を促進するため、両立支
援や非正規労働者の雇用環境改善等について研
修の実施や専門家派遣を通じた助言、企業に対
する奨励金の支給等を行います。（再掲　№11,
№90参照）

研修　18回
専門家派遣　延500回
奨励金　300社

産業労働局

(1)次世代育成に積極的に取り組む企業等を「と
うきょう次世代育成サポート企業」として登録
し、その取組を広くPRし、家庭生活と仕事の両
立が可能な雇用環境の整備を支援します。（再
掲　№12,№91参照）

登録企業の取組を公表
29年度新規受付終了

(2)企業の両立支援全般に対する取組や一般事業
主行動計画の具現化を支援するため、両立支援
アドバイザーによる相談・助言等を行います。
（再掲　№12,№91参照）

29年度終了

133 中小企業従業員融資 中小企業で働く従業員で、妊娠中、子育て期間
中、介護休業中又は要介護・要支援認定を受け
た三親等以内の親族のいる方に、子育て費用や
介護費用、育児・介護休業中の生活費を低利で
融資します。（再掲　№14,№93参照）

・中央労働金庫及び都内信用組合を通じて実施
・限度額　100万円以内

産業労働局

132 東京次世代育成企業支援事
業（登録制度）

産業労働局
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322 ライフ・ワーク・バランス
普及促進事業

企業におけるライフ・ワーク・バランスの推進
に関する取組をより促進させるため、年間を通
じた効果的な広報を実施するとともに、多様な
ニーズ、課題に応える総合展「ライフ・ワー
ク・バランスEXPO(仮称)」を実施する。（再掲
№302,№311,№313,№317参照）

ライフ・ワーク・バランスEXPO(仮称)　年1回 産業労働局

323 家庭と仕事の両立支援推進
事業

家庭と仕事の両立推進に向けて、法定以上の両
立支援策等を実践している企業を広く紹介する
とともに、介護と仕事のポータルサイトをリ
ニューアルし、情報を総合的に提供する。
合わせて、介護と仕事の両立について、シンポ
ジウムの開催による意識啓発を行うと共に、専
門家が電話やメールにより助言するヘルプデス
クの運営を行う。（再掲№304,№312,№314参
照）

家庭と仕事の両立支援推進企業の登録
　年間300社
介護と仕事の両立推進シンポジウムの開催
　年1回
家庭と仕事の両立支援ポータルサイトの運営
とうきょう介護と仕事の両立応援デスクの運営

産業労働局

324 働く人のチャイルドプラン
サポート事業

企業の人事労務担当者等に、不妊治療と仕事の
両立に必要な知識を付与する研修を実施すると
ともに、不妊治療と仕事の両立支援に関する制
度を整備した企業に対し奨励金を支給し、両立
の取組を促進する。（再掲№305,№315参照）

研修　400人
奨励金　上限40万円
　　　　規模100社

産業労働局

325 働くパパママ育休取得応援
事業

従業員に希望する期間の育児休業を取得させ復
帰させた企業への支援、男性の育児休業取得奨
励といった支援を行うことで企業の職場環境整
備を推進する。（再掲№306,№316参照）

働くママコース（仮称）
　規模　1,000件
　金額　1,250千円
働くパパコース（仮称）
　規模　50件
　金額　250千円～3,000千円

産業労働局
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134 男性の家事・育児への参画 ライフ・ワーク・バランスの実現のためには男
性の意識改革が重要なことから、父親と母親が
共に参加できるシンポジウムを開催します。そ
の成果を効率的効果的に情報発信することによ
り、多くの都民への意識啓発を図ります。（再
掲　№74,№98参照）

男性参画のための夫婦向け講座（開催回数：3回）及
びシンポジウム（開催回数：1回）の開催

生活文化局

135 福祉のまちづくりの普及･推
進

「東京都福祉のまちづくり推進協議会」を設置
し、福祉のまちづくりの推進に関する基本的事
項を調査審議します。また、東京都福祉のまち
づくり事業者団体等連絡協議会や東京都福祉の
まちづくり区市町村連絡会議を開催し、情報交
換や意見調整を行います。

・福祉のまちづくり推進協議会等の開催
・福祉のまちづくり条例に基づく届出等及び適合証
交付に関する事務
・福祉のまちづくり功労者に対する知事感謝状の贈
呈
・インターネットを活用した情報提供
・条例、ガイドライン等の周知、普及・推進
・福祉のまちづくり推進計画の改定

福祉保健局

だれにも乗り降りしやすいバス整備事業 だれにも乗り降りしやすいバス整備事業32両

鉄道駅総合バリアフリー推進事業
（鉄道駅エレベーター等整備事業）
（東京2020オリンピック・パラリンピック競技
大会会場周辺駅等）

鉄道駅総合バリアフリー推進事業
　（鉄道駅エレベーター等整備事業）　30駅

エレベーター供用開始 3駅3基
　(年度末累計 106駅 234基)

エスカレーター　供用開始1駅4基
　(年度末累計 104駅 783基)

ノンステップバスの導入 平成24年度以降全車ノンステップ化

エ．行動しやすいまちづくり

136 福祉のまちづくり事業の実
施

都市整備局

鉄道駅エレベーター等整備事業 交通局
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フルフラットバスの導入 フルフラットバスの導入
（平成30年までに29両導入）

マタニティマークの普及への協力 都営地下鉄各駅及び日暮里・舎人ライナー日暮里駅
の駅長事務室で配布

137 心と情報のバリアフリーに
向けた普及・推進

全ての人が安全、安心、快適に暮らし、訪れる
ことができる福祉のまちづくりを推進するた
め、様々な障害特性等に配慮し、誰もが必要な
情報を容易に入手できる環境を整備する情報バ
リアフリーや、思いやりの心を醸成する心のバ
リアフリーの取組を行う区市町村を支援しま
す。

・「心のバリアフリー」普及啓発ポスターコンクー
ルの実施
・障害者等用駐車区画の適正利用に向けた普及啓発
活動
・「とうきょうユニバーサルデザインナビ」を通じ
た情報提供

福祉保健局

138 子育て親子の外出環境整備
事業（赤ちゃん・ふらっと
事業）

子育て家庭が気軽に外出できるよう授乳やおむ
つ替えなどができるスペースを保育所や公共施
設等、身近な地域に設置する区市町村を支援す
るほか、都立施設にも設置を進めます。

（子供家庭支援区市町村包括補助事業により実施） 福祉保健局

訪問介護(ホームヘルプサービス）
ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事や排泄等
日常生活上の介護や、調理・洗濯などの生活援
助を行います。

東京都高齢者保健福祉計画（平成30年度～平成32年
度）における主なサービスの目標量（見込み）
訪問介護(ホームヘルプサービス）30,110,879 回/年

訪問入浴介護
家庭の浴室での入浴が困難な人を対象に、浴槽
を家庭に運搬するなどして入浴を介護します。

訪問入浴介護　　 595,270回/年

④　介護に対する支援

ア．介護への支援

139 在宅介護サービス 福祉保健局

福祉のまちづくり事業の実
施
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訪問看護
看護職員等が家庭を訪問して療養上の世話や診
療の補助などを行います。

訪問看護　　　7,164,359回/年

訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が家庭を
訪問し、心身の機能を維持回復させ、日常生活
の自立に向けた訓練をします。

訪問リハビリテーション　　1,177,024回/年

通所介護（デイサービス）・通所リハビリテー
ション（デイケア）
可能な限り居宅で、自立した日常生活を営める
よう、デイサービスセンターや医療機関へ通所
し、社会的孤立感の解消、心身機能の維持、家
族の身体的・精神的負担の軽減を図ります。

通所介護（デイサービス）　　 11,582,006回/年
通所リハビリテーション（デイケア） 2,288,562回/
年

短期入所生活介護・短期入所療養介護（ショー
トステイ)
本人の心身の状況や、介護している家庭の状況
により、一時的に在宅での生活に支障のある要
介護者等が、老人短期入所施設や特別養護老人
ホーム等又は医療機関等に短期間入所し、入
浴・排泄・食事等の介護や機能訓練を受けま
す。

短期入所生活介護・短期入所療養介護（ショートス
テイ)　 2,750,376日/年

140 認知症高齢者グループホー
ム

区市町村が整備する及び区市町村が整備費を補
助する認知症高齢者グループホーム整備事業に
要する費用の一部を補助します。

113ユニット（ 1,006人） 福祉保健局

141 介護保険施設の整備(特別養
護老人ホーム)

社会福祉法人等が、特別養護老人ホームを整備
する事業に要する費用の一部を補助します。

・新規　24か所2,007人
・継続　39か所3,497人

福祉保健局

139 在宅介護サービス 福祉保健局
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142 介護保険施設の整備(老人保
健施設)

医療法人等が、介護老人保健施設を整備する事
業に要する費用の一部を補助します。

・新規　      2か所      260人
・継続　      3か所　　　244人
・大規模改修　　8件

福祉保健局

143 仕事と介護の両立推進事業 介護と仕事の両立を推進するため、シンポジウ
ム・相談会の開催による意識啓発やポータルサ
イトの運用による企業や労働者に向けた情報提
供を行います。また、介護と仕事の両立に係る
相談窓口により企業・労働者個人の実情に応じ
た助言のほか、必要に応じて専門機関の紹介等
を行います。（再掲　№13,№92参照）

29年度終了　（30年度から「家庭と仕事の両立支援
推進事業」実施）

産業労働局

144 いきいき職場推進事業 「ライフ・ワーク・バランス認定企業」の認定
従業員が生活と仕事を両立し、いきいきと働け
る職場の実現に向け優れた取組を実施している
中小企業を「認定企業」として認定し、広く公
表します。「ライフ・ワーク・バランスフェス
タ」の開催九都県市、区市町村、労使団体、マ
スコミ等と協働して「働き方の見直し」につい
て広く社会に対し発信します。（再掲　№10,№
89,№130参照）

認定企業　13社程度

30年度から、ライフ・ワーク・バランスフェスタ
は、ライフ・ワーク・バランスEXPO(仮称）として
「ライフ・ワーク・バランス普及促進事業」で実施

産業労働局

145 雇用環境整備推進事業 企業での雇用環境整備を促進するため、両立支
援や非正規労働者の雇用環境改善等について研
修の実施や専門家派遣を通じた助言、企業に対
する奨励金の支給等を行います。（再掲　№11,
№90,№131参照）

研修　18回
専門家派遣　延500回
奨励金　300社

産業労働局

イ．仕事と介護の両立が可能な環境づくりの促進
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146 中小企業従業員融資 中小企業で働く従業員で、妊娠中、子育て期間
中、介護休業中又は要介護・要支援認定を受け
た三親等以内の親族のいる方に、子育て費用や
介護費用、育児・介護休業中の生活費を低利で
融資します。（再掲　№14,№93,№133参照）

・中央労働金庫及び都内信用組合を通じて実施
・限度額　100万円以内

産業労働局

生活と仕事の調和を進める方策を具体的に示す
「ライフ・ワーク・バランス実践プログラム」
の内容を更新し、関係機関の協力を得て広く配
布するなど、ライフ・ワーク・バランスの推進
に向けた普及啓発を実施します。（再掲　№88,
№97,№129参照）

・男性の家事・育児参画に向けた気運を醸成するた
め、家事・育児に積極的に取り組む男性の事例など
を、ウェブサイトやＳＮＳ等で発信
・Ｗｅｂサイト「ＴＯＫＹＯライフ・ワーク・バラ
ンス」の運営

子供が生まれる前からライフ・ワーク・バラン
スの意義を認識し、暮らし方や働き方を夫婦と
もに考えるための啓発冊子の作成、配布による
普及啓発を推進します。（再掲　№88,№97,№
129参照）

・子供が生まれる前から、夫婦がともにライフ・
ワーク・バランスを考えるための啓発資料の作成・
配布（みらい手帳　15万部）
・男性参画のための夫婦向け講座（開催回数：3回）
及びシンポジウム（開催回数：1回）の開催

148 男性の家事・育児への参画 ライフ・ワーク・バランスの実現のためには男
性の意識改革が重要なことから、父親と母親が
共に参加できるシンポジウムを開催します。そ
の成果を効果的に情報発信することにより、多
くの都民への意識啓発を図ります。（再掲　№
74,№98,№134参照）

男性参画のための夫婦向け講座（開催回数：3回）及
びシンポジウム（開催回数：1回）の開催

生活文化局

147 ライフ・ワーク・バランス
推進事業

生活文化局
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平成３０年度　東京都男女平等参画施策一覧

平成３０年度予定

事業規模
№ 事業名 事業概要 所管局

20

生活と仕事の調和を進める方策を具体的に示す
「ライフ・ワーク・バランス実践プログラム」
の内容を更新し、関係機関の協力を得て広く配
布するなど、ライフ・ワーク・バランスの推進
に向けた普及啓発を実施します。（再掲　№88,
№97,№129,№147参照）

・男性の家事・育児参画に向けた気運を醸成するた
め、家事・育児に積極的に取り組む男性の事例など
を、ウェブサイトやＳＮＳ等で発信
・Ｗｅｂサイト「ＴＯＫＹＯライフ・ワーク・バラ
ンス」の運営

子供が生まれる前からライフ・ワーク・バラン
スの意義を認識し、暮らし方や働き方を夫婦と
もに考えるための啓発冊子の作成、配布による
普及啓発を推進します。（再掲　№88,№97,№
129,№147参照）

・子供が生まれる前から、夫婦がともにライフ・
ワーク・バランスを考えるための啓発資料の作成・
配布（みらい手帳　15万部）
・男性参画のための夫婦向け講座（開催回数：3回）
及びシンポジウム（開催回数：1回）の開催

150 地域で活躍する女性の活動
を紹介するイベント

地域における女性の活躍を後押しするため、地
域における様々な課題解決のために活躍してい
る女性の事例や、女性が参加しやすい地域活動
を紹介します。

東京ウィメンズプラザフォーラムにて、地域におけ
る様々な課題解決のために活躍している女性の事例
や女性が参加しやすい地域活動を紹介するイベント
の実施。

生活文化局

151 共助社会づくり推進事業 都内のボランティア行動者率４０％という目標
を平成３２年度までに達成するため、ボラン
ティア文化の定着に向けた様々な取組を実施
し、都民全体のボランティア気運を醸成しま
す。

・誰でも気軽に短時間からボランティア活動に参加
できる「#ちょいボラ」PRイベントを複数回実施し、
ボランティア活動への参加機会を提供します。
・「共助社会づくりを進めるための社会貢献大賞」
表彰を実施し、継続的・先進的な活動を紹介するこ
とで、都民全体のボランティア気運を醸成します。

生活文化局

２　地域における活動機会の拡大
ア．地域における男女平等参画の促進

149 ライフ・ワーク・バランス
推進事業

生活文化局
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平成３０年度予定

事業規模
№ 事業名 事業概要 所管局

20

152 採用及び職域の拡大に当
たっての男女平等の徹底

採用・昇任・昇格、職務内容の決定及び教育訓
練等において、男女平等の徹底を図ります。

各局で実施 各局

153 管理職選考受験の奨励 管理職選考の受験について、男女双方の職員に
積極的に奨励します。

各局で実施 各局

154 東京都職員「ライフ・ワー
ク・バランス」推進プラン

女性の活躍と育児・介護と仕事の両立など、全
ての職員の活躍につなげる働き方改革を進める
ため、時差勤務拡大をはじめとした、より柔軟
な働き方の推進や、20時完全退庁・イクボス宣
言による「残業ゼロ」への意識改革・職場づく
り、とちょう保育園の運営等に取り組むこと
で、職員の生活面の充実を図るとともに、都民
サービス向上につなげる「ライフ・ワーク・バ
ランス」を実現していきます。また、行政系の
女性管理職比率の向上にも取り組みます。

・育児中の職員のキャリア形成促進
　（妊娠中・育休中・育休復帰後など、育児のライ
フステージに応じた両立支援講座の開催等（開催回
数：計6回程度））
・職場の危機管理としての介護と仕事の両立支援
　（介護と仕事の両立ガイドブックの活用等）
・「ﾗｲﾌ・ﾜｰｸ・ﾊﾞﾗﾝｽ」の鍵となる働き方改革
　（20時完全退庁の推進、フレックスタイム制の導
入等）

総務局

３　男女平等参画を推進する社会づくり

①　政治・行政分野への参画促進　

ア．政治・行政分野における男女平等参画の促進
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平成３０年度　東京都男女平等参画施策一覧

平成３０年度予定

事業規模
№ 事業名 事業概要 所管局

20

審議会等における女性委員の任用率35％を早期
に達成し、更なる任用率の向上を目指します。

各局で実施 各局

☆女性委員候補者の紹介や人材情報の提供を通
じて、都庁内における審議会等の女性委員の任
用促進を図ります。

・女性委員の任用促進に向けた状況把握調査
・首都大学東京の女性教員名簿の提供
・女性委員の積極的任用を依頼する知事名文書の配
付
・各局総務部長への働きかけ
・「はばたく女性人材バンク」の活用
・管理職向け女性委員任用率向上研修の実施
・女性委員任用促進に係るアンケート調査の実施

生活文化局

156 東京都職員ワーク・ライ
フ・バランス推進プラン
（教育委員会）

女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画と
して平成28年３月に改訂した「東京都職員ワー
ク・ライフ・バランス推進プラン」に基づき、
女性の活躍やライフ・ワーク・バランスの実現
に向けた取組を進め、公立学校教育職員の管理
的地位にある女性の比率を高めていきます。

教育管理職選考要綱発表時に対象者へ周知する。 教育庁

157 女性防災人材の育成 地域で防災活動を支える女性の育成、さらには
災害時に女性を取り巻く環境の向上を目指すた
め、これまで地域防災活動に参加していなかっ
た女性層を掘り起こし、女性人材の裾野を広げ
た上で、女性リーダーとして活躍できる人材を
育成します。

・防災の基礎知識を学ぶ「防災ウーマンセミナー」
の実施（4回）
・リーダー的人材を育成する「防災コーディネー
ター育成研修会」の実施（2回）

総務局

②　防災・復興分野への参画促進

ア．防災における男女平等参画の促進

155 審議会等への女性委員の任
用促進

イ．教育分野における男女平等参画の促進
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平成３０年度　東京都男女平等参画施策一覧

平成３０年度予定

事業規模
№ 事業名 事業概要 所管局

20

158 「東京くらし防災」の活用
促進

平成29年度に作成した女性視点の防災ブック
「東京くらし防災」の活用促進を図り、都民へ
の防災普及啓発を推進していきます。

・防災訓練やイベント等において、親子でできる災
害の備えなどの体験型の普及啓発を実施
・人気女性雑誌を活用し、実際に取り組んだ防災対
策の事例を募集し、広く紹介する取組を実施

総務局

159 防災（語学）ボランティア 災害時に語学能力を活用して被災外国人等を支
援するため、男女を問わず「東京都防災（語
学）ボランティア」を募集・登録し、災害時の
体制を整備するとともに、防災の現場における
男女平等参画を進めます。

・平成30年4月1日現在：15言語　690人登録
・防災(語学)ボランティアのスキルアップを目指
し、実践に即した研修を講義形式やワークショップ
等多様なメニューで実施。また、3月に、外国人災害
時情報センター機能訓練を実施

生活文化局

160 防火防災訓練の推進による
地域全体の防災力の強化

地域全体の防災力を高めるため、消防団、災害
時支援ボランティア、女性防火組織や福祉関係
者が連携した訓練を推進します。

家庭内の安全対策の推進者として、また、地域の防
災リーダーとして地域住民に対する防火防災思想の
普及が期待されている女性防火組織に対する指導を
推進します。特に、女性は家庭の防災の要となるべ
き立場にあることから、女性防火組織では家庭及び
地域の安全を主眼とした活動を推進しており、各地
域の地域特性に配意した指導を推進していきます。

東京消防庁

161 消防団活動継続のための環
境整備

消防団員募集活動を推進し定員の充足を図ると
ともに、団員の生活に配慮した訓練方法・訓練
時間を工夫する等の方策により、消防団員の仕
事や家庭との両立を図ります。

女性、学生及び企業等の対象に応じたリーフレッ
ト、消防団ホームページ並びにポスティング広告等
を活用した募集広報を推進するとともに、定期健康
診断の検査項目に子宮頸がん検査及び乳がん検査を
追加し、女性消防団員の処遇改善を行います。ま
た、女性消防団員研修を実施し活動能力等の向上を
図ります。

東京消防庁

学校が、学習指導要領を踏まえ、「東京都男女
平等参画基本条例」に基づき、教育活動全体を
通して組織的・計画的に適正な男女平等教育を
実施するよう、指導計画の作成など指導内容の
改善のための指導・助言を行います。

人権教育研究協議会における講義、学校訪問におけ
る指導・助言、人権教育プログラムへの関連資料の
掲載

③　教育・学習の充実

ア．学校での男女平等

162 学校における人権教育の実
施

教育庁
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事業規模
№ 事業名 事業概要 所管局

20

職層に応じた人権教育研究協議会を実施しま
す。

園長・校長対象4回、副園長・副校長対象4回、主幹
教諭・指導教諭・主任教諭・教諭等対象  4回等

区市教育委員会等との連携を通し、人権教育指
導推進委員会を開催し、研究・協議を行いま
す。

区市町村教育委員会指導主事等対象　4回

各学校における校内研修等で活用するよう、人
権教育の手引きである「人権教育プログラム」
に適正な指導資料を掲載します。

都内公立幼稚園・公立学校教員等に64,500部配布

各学校で、学習指導要領を踏まえ、「東京都男
女平等参画基本条例」に基づき、教職員が男女
平等教育について正しい理解と認識を深め、指
導内容や方法の改善、充実、効果的な教材の開
発等を行うよう校内研修を支援します。

全都の公立学校の中から人権尊重教育推進校を
指定し、その研究・実践の成果を全都に普及し
ます。

164 都立高校における男女別定
員制の緩和

男女別募集人数の９割までを総合成績の順に決
定し、１割に相当する人員を男女合同の総合成
績により決定することにより、男女別定員制の
緩和を図ります。

31校で実施予定 教育庁

165 インターンシップの推進 就業体験を通じて、社会的・職業的自立に必要
な能力や態度を育成するため、これまでのイン
ターンシップ実施校の実績を踏まえ、インター
ンシップを効果的に推進するとともに、就業体
験の受入先の開拓を進めます。

・学校外の学修としての単位認定や総合的な学習の
時間への位置付け、及び特色ある教育課程の編成に
向けた一層の推進
・都独自教科「人間と社会」の体験活動の一つとし
て、インターンシップの実施機会の設定

教育庁

163 人権教育に関する指導内容
や方法の改善・充実

・指導訪問で校内研修等における指導・助言
・人権尊重教育推進校　50校

教育庁

162 学校における人権教育の実
施

教育庁
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事業規模
№ 事業名 事業概要 所管局

20

都内区市町村教育委員会や公立中学校に対し、
中学生の職場体験事業（わくわくWeek Tokyo）
への参加を呼びかけます。（再掲　№49参照）

都内全公立中学校に在学する約7万5,000人の中学生
が参加。

公的施設・事業所や一般企業など、受入先を開
拓し、５日間程度、中学生の職場体験を実施し
ます。（再掲　№49参照）

都内公立中学校の生徒が、5日間程度学校を離れ、地
域商店や事業所、地元企業、公的施設などの職場で
実際に仕事を体験する。
都内全公立中学校で実施予定。

中学生の職場体験推進協議会及び都庁内推進会
議を企画・運営します。（再掲　№49参照）

○推進協議会：庁外の51の民間団体・123の公的機関
が、中学生の受け入れについて情報共有する。
○推進会議：庁内各局の担当者が中学生の受け入れ
について情報共有する。

都内の公立中学校に「受入事業所一覧」を提供
します。また普及啓発のためのリーフレット等
を提供します。（再掲　№49参照）

○受入事業所一覧：約2,400か所の事業所についての
情報を、都内全公立中学校に提供。
○リーフレット：希望する中学校や新規受入事業所
に随時発送。

都民の意識啓発・機運の醸成を図るため、中学
生の職場体験報告書を作成・配布します。ま
た、東京都教育庁と職場体験発表会を開催しま
す。（再掲　№49参照）

○報告書：7,000部発行。都内各中学校や教育委員
会、事業者等に発送。
○発表会：都内各教育委員会、推進協議会委員、推
進会議委員等約150名が出席

中学生が、５日間程度学校を離れて地域の商店
及び企業、公的施設などの職場で実際に仕事を
体験することを通して、男女平等参画社会の一
員としての自覚を促すとともに、一人一人の社
会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能
力や態度を育成します。（再掲　№49参照）

・3～5日　約623校　実施予定 教育庁

166 わく(Work)わく(Work)Week
Tokyo（中学生の職場体験）
の推進

青少年・治安
対策本部
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事業規模
№ 事業名 事業概要 所管局

20

167 進路指導の充実 学校が、キャリア教育の視点に立った進路指導
の内容及び方法の工夫･改善を図り、組織的・計
画的に推進できるよう支援します。

・キャリア教育教師用手引書の活用
・外部人材の導入･活用の促進等を図るためのリーフ
レットの活用

教育庁

168

教職員への人権研修の実施 人権課題「女性」等について、今日の人権教育
推進に関わる国際的な動向や東京都教育委員会
の基本的な考え方、当面する人権教育推進上の
諸課題について理解を深め、各学校における具
体的な推進を図ることができるよう、教職員へ
の研修を実施します。

・教育管理職候補者研修　643名　年１回開催
・初任者等研修　　514名　　年1回開催
・中堅教諭等資質向上研修　517名　年３回開催

専門性向上研修
・人権教育Ⅱ　 40名　年１回開催

教育庁

169 社会教育関係職員等研修の
実施

社会教育関係指導者等を対象に、人権問題に対
する正しい理解と認識を深めるための研修を実
施します。

年18回 教育庁

(1)広報誌「とうきょうの地域教育」　各18,000部
年４回発行

(2)人権啓発学習資料「みんなの幸せをもとめて」
105,000部

171 都立学校公開講座 都民の生涯学習の幅広いニーズに応えるととも
に、開かれた学校の実現を目指して、都立学校
の教育機能を開放し学習機会を提供します。

全都立学校　280講座 教育庁

172 自主学習活動の支援 東京ウィメンズプラザの施設の利用・貸出を通
じて、男女平等参画に関する学習活動を支援し
ます。

ホール、会議室、保育室、ワーキングルーム等の貸
出等

生活文化局

イ．研修・情報提供

170 情報資料の収集と提供 人権問題への正しい理解と認識を深めるため、
社会教育関係指導者を対象とした人権啓発資料
を作成、配付します。

教育庁

ウ．多様な学習機会の提供
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20

173 職業訓練の実施 都立職業能力開発センター等において、求職者
を対象として就職に必要な知識・技能を習得で
きるよう職業訓練を実施するとともに、在職者
を対象にしたキャリアアップのための短期訓練
も行います。また、資格取得や訓練内容等の情
報提供の充実を図ります。（再掲　№21参照）

職業能力開発センター・校、国立・都営の東京障害
者職業能力開発校で実施
13か所
　求職者向け：延べ147科目、定員6,820名
　（施設内訓練104科目、4,645名）
　（委託訓練43科目、2,175名）
　在職者向け：定員19,317名

産業労働局

174 都職員の旧姓使用 旧姓を使用することにより法令上又は実務上支
障が生じると認められるものを除き、都職員の
申出により、旧姓を使用することができます。

平成14年4月から実施
平成30年2月から使用可能範囲拡大

総務局
各局

175 庁内広報紙作成のポイント 男女平等参画の視点に立った広報紙・誌、ポス
ター等を作成するよう庁内に情報提供等を行い
ます。

ポスター等作成時の留意事項について周知 生活文化局

176 男女平等参画推進会議の運
営

都における男女平等参画の促進に関する施策を
総合的かつ効果的に推進するため、関係各局部
長を委員とする男女平等参画推進会議を運営し
ます。

年1回開催
・施策の進行管理
・重要施策の総合調整

生活文化局

周産期母子医療センターの運営　27施設、
母体救命対応の総合周産期母子医療センターの運営
6施設、
搬送コーディネーターの配置、
周産期連携病院NICU運営費補助　3施設

周産期医療施設等の整備    施設整備　2施設  設備
整備等　20施設

④　社会制度・慣行の見直し

ア．都庁内における対応

⑤　生涯を通じた男女の健康支援

ア．母子保健医療体制の整備及び相談等の支援

177 周産期母子医療体制の整備 診療体制の整備された分娩環境や低出生体重児
等に対する最善の対応など、充実した周産期医
療に対する需要の増加に応えるため、地域にお
いて妊娠、出産から新生児に至る高度専門的な
医療を効果的に提供する総合的な周産期医療体
制を整備します。

福祉保健局
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周産期連携病院等の整備　施設整備　0施設　設備整
備　7施設

周産期医療ネットワークグループの構築

周産期医療協議会の開催　11回（協議会2回、部会4
回、連絡会5回）

小児等在宅移行研修

在宅移行支援病床運営事業 7施設

在宅移行支援病床の整備　施設整備　0施設　設備整
備　4施設

在宅療養児一時受入支援事業　20施設

多摩新生児連携病院　3施設

周産期連携病院（休日・全夜間診療事業）15施設

産科医等確保支援事業

産科医等育成支援事業

新生児医療担当医確保支援事業

新生児救命研修

産科救急対応向上事業

その他(周産期医療情報ネットワーク、周産期医療関
係者研修、周産期医療調査事業等)

NICU等入院児の在宅移行支援事業

新生児医療担当医育成支援事業

177 周産期母子医療体制の整備 診療体制の整備された分娩環境や低出生体重児
等に対する最善の対応など、充実した周産期医
療に対する需要の増加に応えるため、地域にお
いて妊娠、出産から新生児に至る高度専門的な
医療を効果的に提供する総合的な周産期医療体
制を整備します。

福祉保健局
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小児初期救急運営費補助　平日夜間診療　53地区

小児初期救急医療施設等整備　施設整備　2施設　設
備整備　4施設

休日・全夜間診療（小児）　全都60施設　72床／日
(うちトリアージナース配置 ７施設）

休日・全夜間参画医療機関施設整備費等補助（小
児）　設備整備　2施設

こども救命センターの運営　4施設

小児医療協議会（協議会1回､部会2回､講演会1回）

電話相談「子供の健康相談室」（小児救急相
談）　母子の健全な育成を図り、小児救急医療
の前段階での安心の確保のため、区市町村保健
センター等が閉庁する平日夜間・休日に、子供
の健康や救急に関して、看護師や保健師等、ま
た、必要に応じて小児科医師が専門的な立場か
ら電話での相談に応じます。

相談日時：月曜日から金曜日　午後6時から午後11時
まで
土日・休日・年末年始　午前9時から午後11時まで

ＳＩＤＳ電話相談　SIDS(乳幼児突然死症候群)
をはじめ、病気、事故、流産、死産等で子供を
亡くした家族等の精神的支援を行うため、保健
師及び体験者が相談に応じます。

相談日時：毎週金曜日（休日及び年末年始は除く）
午前10時から午後4時まで

ＴＯＫＹＯ子育て情報サービス　妊娠、子育て
及び子供の事故防止等に関する情報を365日24時
間、電話(音声自動応答システム)とインター
ネットにより提供します

子育てベビーガイド　101項目　子供の事故防止・応
急手当ガイド　100項目
東京都からのお知らせ　21項目

178 小児救急医療体制の整備 区市町村が実施する小児初期救急運営に対する
補助、休日及び夜間における小児の二次救急医
療体制の確保、重篤、重症の小児救急患者を迅
速に受け入れ、救命治療を行う「東京都こども
救命センター」の運営など、初期から三次まで
の小児救急医療体制を構築します。

福祉保健局

179 母子保健医療に関する相談
事業 ・情報提供事業

福祉保健局
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20

東京都こども医療ガイド　インターネットを通
じて、子供の病気やけがへの対処の仕方、病気
の基礎知識などの医療情報や子育ての情報など
を分かりやすく提供します。

インターネットによる情報提供

妊娠高血圧症候群等医療費の助成
妊産婦の死亡原因となるとともに、出生児に対
する影響も著しい妊娠高血圧症候群等に罹患し
ている妊婦が早期に適切な医療を受けることを
容易にするため、必要な医療費の助成を行いま
す。

延べ　24件（区部、保健所政令市を除く）

入院助産
保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由
により入院助産を受けることができない場合、
妊産婦に対し助産施設において助産を行いま
す。

認定者数　 606人

181 不妊治療費の助成 不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、不妊
治療のうち医療保険が適用されず高額な医療費
がかかる体外受精と顕微授精に要する費用の助
成を行います。

延べ　19,238件 福祉保健局

182 不妊検査等助成 不妊検査及び一般不妊治療の費用の一部を助成
します。

助成件数　4,221件 福祉保健局

各学校における性教育の全体計画及び年間指導
計画の工夫や作成について、「性教育の手引」
等を活用し、児童･生徒の人格の完成を目指す
「人間教育」の一環として、人間尊重の精神に
基づいて性教育を適正に行うことができるよう
支援します。

「性教育の手引」改訂、区市町村教育委員会主催の
研修会、学校訪問指導

180 医療費の助成等 福祉保健局

イ．各年代に応じた健康支援及び性教育

183 学校における性教育の改
善・充実

教育庁

179 母子保健医療に関する相談
事業 ・情報提供事業

福祉保健局
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研修会等を通して、児童・生徒の健康的なライ
フスタイルの確立を目指した性教育に関する指
導方法の工夫・改善を行うことができるよう教
員の授業力の向上を図ります。

学校訪問指導

区市町村教育委員会と連携し、公立学校におけ
る適正な性教育の実施及びその定着を図りま
す。

体育健康教育担当指導主事連絡協議会、学校訪問指
導

性感染症検査保健所及び東京都南新宿検査・相
談室で実施しているHIV検査に併せて、希望者に
対して性感染症の検査を行います。検査時にカ
ウンセリングを行い、陽性者に対しては治療を
勧めます。

性感染症検査 　22,810件

※梅毒の検査体制を強化
・南新宿検査･相談室における検査日を週3日から週7
日に拡充
・多摩地域検査・相談室において新規に検査を実施

性感染症普及啓発活動パンフレットの作成や啓
発イベントの開催を通じて、性感染症の正しい
知識の普及啓発を図ります。

○「STI 性感染症ってどんな病気？」の印刷45,000
部
○梅毒対策
・ポスター・リーフレットの作成・配布
・ホームページの作成

HIV／エイズ相談検診体制HIV／エイズは早期発
見、早期治療が重要であるため、保健所等にお
いて無料・匿名でHIV検査を実施します。東京都
南新宿検査･相談室等では土曜・日曜・平日夜間
にHIV検査を実施しています。また、検診･相談
を通じてHIV／エイズに関する偏見のない社会づ
くりを目指します。

HIV／エイズ相談・検診体制
・南新宿検査･相談室 平日夜間、土曜・日曜
・都保健所　週1回　3か所
・多摩地域検査・相談室　土曜
※特別区保健所、八王子市保健所、町田市保健所に
おいても、月1回～4回程度、無料・匿名でHIV検査及
び相談を実施

184 性感染症対策・エイズ対策 福祉保健局

183 学校における性教育の改
善・充実

教育庁
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185 エイズ啓発拠点事業の充
実・強化

繁華街等に集まる若者をターゲットにエイズ啓
発拠点（ふぉー・てぃー）事業を実施するとと
もに、繁華街での広報活動による情報発信を実
施するなど、さらに効果的な予防啓発を図りま
す。

都内の青少年施設や大学等での啓発活動、インター
ネットや雑誌広告等の実施

福祉保健局

186 エイズ対策普及啓発活動の
強化

若年層に対する普及啓発として、同年代の仲間
同士（＝ピア）が一緒にエイズのことを考えな
がら、エイズ予防や感染者への偏見・差別をな
くすための活動を、地域の教育機関等と連携し
ながら、保健所（多摩地域）・東京都看護協会
（23区）が実施します。

・ピアエデュケーターの養成　40人
・ピアエデュケーターの派遣　26回

福祉保健局

187 生涯を通じた女性の健康支
援

女性の心身の健康に関する相談指導や不妊や不
育に関する相談を行うとともに、相談・指導に
従事する者の養成・資質向上のための講習会や
研修を行います。また、妊娠等に関する正確な
知識が広まるように普及啓発を行います。

女性のための健康ホットライン　  　通年
不妊・不育ホットライン　　　　　　通年
相談指導（相談指導員養成）　　　　通年
不妊や妊娠に関する正しい知識の普及啓発　　通年
妊娠相談ほっとライン　　　　　　　通年

福祉保健局

188 女性専用外来の設置 女性特有の身体症状（疾患）やストレスなどに
よる心身の変調などを対象に、女性医師が「女
性の心身を総合的に診察する。」専門外来を実
施します。

原則として電話による予約制で、一人あたりの診療
時間は30分程度
都立病院（3か所）
・大塚病院(月1回）
・墨東病院（週3回）
・多摩総合医療センター（月4回）
東京都保健医療公社（2か所）
・多摩南部地域病院（週1回）
・大久保病院（週1回）

病院経営本部
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189 ウェルネス・チャレンジ 都民一人ひとりが望ましい生活習慣を継続して
実践し、生活習慣病の発症・重症化予防を図る
ため、区市町村や民間団体等と連携し、都民自
らが負担感のない生活習慣の改善を実践できる
よう、普及啓発及び環境整備を行います。

＜あと１０分歩こうキャンペーン＞
・駅階段広告、駅構内掲示ポスター、床サイン、中
吊ポスターの実施(都営大江戸線)
・ポータルサイト「TOKYO WALKING MAP」の拡充
＜野菜を食べる！習慣づくり＞
・野菜たっぷり簡単レシピの作成・普及
＜地域における食生活改善普及事業＞
・ガイドブック「野菜、あと一皿」等を活用した普
及啓発

福祉保健局

190 「ちょっと実行、ずっと健
康。」ウォーキングマップ
作成・活用事業

健康づくりの視点を取り入れた「『ちょっと実
行、ずっと健康。』ウォーキングマップ」（以
下「マップ」という。）を作成し、マップを活
用したウォーキングイベントや健康づくり事業
に取り組む区市町村を支援します。

医療保健政策区市町村包括補助事業で実施 福祉保健局

191 地域のつながりを通じた生
活習慣改善推進事業

地域のつながりが豊かなほど住民の健康状態が
よいという報告があることから、住民の地域と
のつながりを醸成するような生活習慣の改善の
ための普及啓発事業や健康教育等に取り組む区
市町村を支援します。

医療保健政策区市町村包括補助事業で実施 福祉保健局

192 女性のがん対策強化事業 女性特有のがん検診（子宮頸がん及び乳がん）
について、検診の重要性を訴え、がんの予防と
早期発見につなげるため、広く普及啓発を行い
ます。

（１）乳がん
　乳がん月間を中心としたピンクリボン運動
（２）職域で受診機会のない女性向け（女性の健康
　　　週間）
　　・成人式を活用した検診受診開始年齢の20歳向
　　　け普及啓発
　　・フリーペーパーの作成・配布

福祉保健局

55

領域Ⅱ　女性も男性もいきいきと豊かに暮らせる東京の実現



平成３０年度　東京都男女平等参画施策一覧

平成３０年度予定

事業規模
№ 事業名 事業概要 所管局

20

193 自殺総合対策東京会議 東京の自殺の現状を把握し、関係機関と連携し
て総合的な自殺対策を検討するとともに、自殺
対策計画を策定していきます。また、区市町村
において地域の状況に応じた自殺対策が総合的
かつ効率的に推進されるよう地域自殺対策推進
センターを設置し、区市町村への支援体制を強
化します。

自殺総合対策東京会議　　　2回/年
計画策定部会　　　　　　  2回/年
重点施策部会　　　　　　  1回/年

福祉保健局

194 自殺問題に関する普及啓発 自殺問題の実態や社会的取組の必要性につい
て、都民、企業等の理解の増進と協力を進める
ため、関係機関とともに都民的な運動を展開し
ます。

自殺防止！東京キャンペーン　2回/年 福祉保健局

195 「ゲートキーパー」の養成 地域や職場などで、相手の心身不調のサインに
気付き、専門機関による相談等へとつなぎ、協
働して取り組む役割を担う人材である「ゲート
キーパー」の養成を支援します。

（平成27年度で事業は終了しているが、関係機関等
からの依頼を受けた場合に、講師派遣を行う「出前
研修」を実施している。）

福祉保健局

196 「こころといのちの相談・
支援東京ネットワーク」の
構築

自殺の背景にある複合的な問題に対応するた
め、保健医療、労働、法律分野の相談機関や民
間関係団体等の構成による重層的な相談・支援
のネットワークを構築します。また、遺族への
適切な情報提供など、遺族を支援する取組を進
めます。

62機関
・相談窓口一覧リーフレットの配布
・遺族支援リーフレットの配布

福祉保健局

197 夜間こころの電話相談事業 通常の相談機関が開設していない時間帯（17時
から22時）において相談を受け付け、うつ病等
の病状悪化や自殺防止を図ります。

準夜間帯における電話相談 福祉保健局

198 東京都自殺相談ダイヤル～
こころといのちのほっとラ
イン～

自殺専用の相談電話を設置し、電話相談に対応
する相談員の人材育成を行うことにより、自殺
念慮者の相談に応じるとともに、適切な相談機
関につなげることで自殺防止を図ります。

365日（受付は午後2時から翌朝午前5時半まで） 福祉保健局
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199 地域自殺対策強化事業 地域の実情を踏まえた効果的な自殺対策事業に
補助を行います。

区市町村及び民間団体が実施する自殺対策事業への
補助

福祉保健局

326 ＳＮＳ自殺相談 若年層に対する自殺防止対策を強化するため、
ＳＮＳを活用した自殺相談を実施します。

準夜間帯におけるＳＮＳ相談 福祉保健局
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